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１．計画策定の趣旨及び背景 

我が国では、『障害者基本法』、『障害者総合支援法』、『障害者虐待防止法』、『障害者差別解消法』な

ど、障害者に係る法律・制度の整備を経て、平成２６年１月に国際連合の『障害者権利条約』が正式に国

内で批准されました。 

また、令和３年に改正された『障害者差別解消法』、令和４年に制定された「障害者による情報の取

得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」を踏まえた『第５次障害者基本計画』（令

和５年度～令和９年度）が令和５年に策定されたことで、障害の有無にかかわらず、国民誰もが相互に

人格と個性を尊重し支え合う「共生社会」を目指していくことが方針として掲げられています。 

この度、『北名古屋市障害者計画・第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画』の計画期間が令和５

年度をもって終了することから、計画に盛り込んだ目標及び基盤整備の進捗状況を点検・評価し、また、

国の第５次障害者基本計画の内容等、関係する指針や調査結果を踏まえ、新たに『北名古屋市障害者

計画・第７期障害福祉計画・第３期障害児福祉計画』（以下「本計画」）を策定し、多様な分野にわたる障

害福祉施策を総合的・計画的に推進していきます。 

 

○障害者計画・障害（児）福祉計画について 

項目 障害者計画 障害福祉計画 障害児福祉計画 

根拠法令 
障害者基本法 

（第 11条第 3項） 
障害者総合支援法 
（第 88条第 1項） 

児童福祉法 
（第 33条の 20第１項） 

基本的な

考え方 

国の障害者基本計画（第５
次計画 令和５年度～令和
９年度）の内容と、本市の計
画（令和３年度～令和５年
度）の進捗状況を確認し、
見直し 

国の基本指針の見直しの内
容をはじめ、関係する指針や
調査結果を踏まえるととも
に、第６期（令和３年度～令
和５年度）計画に盛り込んだ
目標及び基盤整備の進捗状
況を点検・評価し、その進み
具合に応じた必要な見直し 

障害を有する児童の健やか
な育成のための発達支援
に向けたサービス提供体制
の計画的な構築と、第２期
（令和３年度～令和５年度）
計画に盛り込んだ目標及び
基盤整備の進捗状況を点
検・評価し、その進み具合に
応じた必要な見直し 

 

２．計画期間 

本計画は、障害者総合支援法に基づく障害福祉計画の期間（令和６年度から令和８年度まで）の３年

間とします。 

 

  

計画名
令和

３年度
令和

４年度
令和

５年度
令和

６年度
令和

７年度
令和

８年度
令和

９年度
令和

１０年度
令和

１１年度

障害者計画

障害福祉計画

障害児福祉計画

前計画

第６期

第２期

第７期

第３期

第８期

第４期

本計画 次期計画

見
直
し

見
直
し
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３．計画の基本理念・基本原則 

本計画は、「ノーマライゼーション」と「リハビリテーション」の基本的な考えのもと、『障害者基本法』

の基本原則である「地域社会における共生等」にのっとり、障害の有無により分け隔てられることなく、

市民同士が相互に人格と個性を尊重し合う「共生する地域社会の実現」を基本理念に、平成２８年４月

１日から施行された、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、

地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて

定められた『障害者差別解消法』に則り、『障害者基本法』の基本原則である「差別の禁止」を基本原則

として設定した前計画から基本理念・基本原則を継承します。 

さらに、基本理念・基本原則の実現に向けて、市として大切にする考え方として「ナチュラルサポート

（人々の交流から生まれる自然なサポート）」についても前計画から継承します。 

また、国の第５次障害者基本計画の内容を含め、昨今の障害者をめぐる課題によりきめ細やかに対

応していくため、５つの基本的視点を取り入れ、７項目の施策を展開していきます。 

 

 

 

 

 

 

  

【計画の基本理念】 

共生する地域社会の実現 

障害の有無によって分け隔てられることなく、 

市民同士が相互に人格と個性を尊重し合う 

【計画の基本原則】 

差別の禁止 
障害を有する人に対して、障害を理由とした差別による 

権利利益の侵害等の社会的障壁の除去 

【基本理念・基本原則の実現に向けて、大切にする考え方】 

ナチュラルサポート 
（人々の交流から生まれる自然なサポート） 

本市は、共生社会の実現と差別の禁止に向けて、障害を有する人の就労継続を支援

する際などに用いられる『ナチュラルサポート』の考え方を取り入れ、障害を有する人を

含めた人々の交流から生まれる自然なサポートをあらゆる場面において大切にします。 

【重点施策】 

１．権利擁護の推進、虐待の防止 

２．障害を理由とする差別の解消の推進 

３．防災、防犯、交通安全対策等の推進 
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４．計画の施策体系 

 
 

  

ナチュラルサポート

（４）障害特性や性別・年齢に応じた
　　　障害者の複合的困難に
　　　配慮したきめ細かい支援

（５）ＰＤＣＡサイクル等を通じた
　　　実効性のある取組の推進

（３）当事者本位の総合的かつ
　　　分野横断的な支援

（１）地域共生社会の実現に向けた
　　　地域連携の推進

（２）社会のあらゆる場面における
　　　アクセシビリティの向上

基本理念 基本原則 基本的視点

共
生
す
る
地
域
社
会
の
実
現

差
別
の
禁
止
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★

★

★

（６）消費者トラブルの防止及び被害からの救済

施策の展開

Ⅱ　情報アクセシビリティの向上
　　及び意思疎通支援の充実

（１）行政情報のアクセシビリティの向上

（２）情報提供の充実

（３）意思疎通支援体制の充実

Ⅲ　保健・医療の推進
（１）保健サービスの充実

（２）医療・リハビリテーション体制の充実

Ⅳ　教育の振興

（１）インクルーシブ教育システムの推進

（２）教育環境の整備

（３）福祉教育の推進

（１）相談支援体制の充実

（２）総合的な生活支援サービス等の充実

（３）多様な居住の場の充実

（４）療育体制の充実

Ⅴ　雇用・就業、経済的自立の支援

（１）障害を有する人の雇用の場の拡大

（２）総合的な就労支援施策の推進

（３）経済的自立の支援

Ⅰ　地域における支え合いを通じた
　　「すべてのひとにやさしいまちづくり」
　　の推進

（１）地域福祉の推進

（２）権利擁護の推進、虐待の防止

（３）障害を理由とする差別の解消の推進

（４）広報・啓発活動の推進

（５）防災、防犯、交通安全対策等の推進

（４）サービスの質の向上

（５）福祉人材の養成・確保

Ⅶ　スポーツ・文化・生涯学習活動の振興

（１）文化芸術活動等の充実に向けた社会環境の整備

（２）スポーツに関する環境の整備、取組の推進

（３）生涯を通じた多様な学習活動の充実

Ⅵ　自立した生活の支援、
　　安全・安心な生活環境の整備

（★：重点施策） 
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５．障害を有する人への施策の展開   （★：重点施策） 

 

Ⅰ 地域における支え合いを通じた「すべてのひとにやさしいまちづくり」の推進 

⑴ 『北名古屋市地域福祉計画（第４期計画）』に基づき、一人一人が福祉の担い手となって、市民、

各種団体や企業、そして市が協働する取組の推進をし、地域福祉の推進を図ります。 

⑵ 成年後見制度や日常生活支援事業の活用、居住の手続き支援（保証人等）等、権利擁護のた

めの制度・事業と福祉サービスの利用支援を組み合わせた相談支援の充実を図ります。★ 

⑶ 障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止や、障害者に対する合理的配慮の提供を徹底

するなど、障害を理由とする差別の解消に向けた取組を進めるとともに、事業者が適切に対応

できるよう必要な取組を行います。★ 

⑷ 様々な機会を通じて、市民の理解促進を図るほか、当事者自身や障害者団体が啓発活動に関

わる中で、相互が触れ合う機会（交流・行事等）を充実します。 

⑸ 障害を有する人の視点に立ち、物理的な障壁を取り除いたバリアフリーなまちづくりを推進

し、また、災害時の避難支援の体制づくりや犯罪被害の予防などを充実することで、障害を有

する人の安全・安心のためのまちづくりを推進します。★ 

⑹ 障害者の消費者としての利益の擁護・増進をするために、必要な情報提供の実施や、相談体

制の構築等、障害者をめぐる消費者トラブル防止のための取組を推進します。 

 

 

Ⅱ 情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実 

⑴ 障害を持つ方々が、市が提供する障害福祉に関する情報を得やすくするために、市のホーム

ページ等に関してアクセシビリティに配慮した情報提供に努めます。 

⑵ 障害者福祉に関する制度やサービス等に関する情報について、より分かりやすい方法での提

供、見やすい内容への工夫・改善に努め、より多くの方に情報提供ができるように配慮します。 

⑶ 意思疎通支援に関わる事業を継続実施するとともに、情報伝達支援のための機器等の活用

促進を図ります。 
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Ⅲ 保健・医療の推進 

⑴ 疾病の予防と早期発見、性別や年齢、障害の状態に応じた健康診査等による健康管理を支援

する取組の充実と、心の健康づくりとしての精神保健対策を推進します。 

⑵ 市内外の医療関係機関の連携のもとで、地域医療、リハビリテーション体制のさらなる充実

を図っていきます。 

 

 

Ⅳ 教育の振興 

⑴ 障害の有無に関わらず、ともに教育を受けられるようなインクルーシブ教育システムの構築

に向けて、基礎的な環境整備の充実と合理的配慮を行います。 

⑵ 障害等により配慮が必要な子どもが、教育、保育や福祉サービスを安心して受けられるよう、

相談等の支援体制の充実を通じて教育環境の整備を図ります。 

⑶ 学校や地域の中で子ども同士が交流する機会や体験を通じて福祉や障害について学ぶ場の

充実とともに、保護者や地域住民の参加による「福祉教育」の充実を図ります。 

⑷ 関係機関のさらなる連携強化のもと、障害を有する児童がライフステージを通じて一貫した

療育を受けられるよう療育体制の構築を図り、基本的な生活習慣の形成や健全な発達の促進

と保護者への支援、早期療育体制の充実を進めていきます。 

 

 

Ⅴ 雇用・就業・経済的自立の支援 

⑴ 障害を有する人の雇用の拡大に向けて、企業や関係機関、事業所の連携による雇用の啓発と

ともに、各種助成金制度の周知、雇用の場における合理的配慮の必要性の周知に努めます。 

⑵ 関係機関の連携・協力のもと、事業主・障害を有する人双方の不安を緩和して、就労促進と継

続雇用につながるような支援の充実を図ります。 

⑶ 障害者が地域社会の中で自立した生活を営んでいくために、就労の機会を広げ、収入の増加

を図るとともに、年金や手当といった制度を通じ、生活の基盤となる所得保障の充実を推進し

ます。 
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Ⅵ 自立した生活の支援、安全・安心な生活環境の整備 

⑴ 相談支援の窓口に関する周知徹底を図るとともに、相談支援に求められる役割・機能の拡大

に合わせた体制強化を図ります。 

⑵ 家庭内や外出時の緊急通報に関する支援、医療費助成や各種手当等の経済的な自立支援、

日中活動の場の充実を含めて、総合的な生活支援サービス等の充実を進めます。 

⑶ 自宅や自宅以外の民間賃貸住宅、グループホーム等、本人の希望や障害の程度、家庭環境等

に応じて、住まいを選択できるよう、多様な居住の場の充実を図ります。 

⑷ 市、福祉施設及び当事者団体等関係機関が障害者支援協議会等を通じて連携し、各事業所に

おけるサービスの質を高める取組を促進します。 

⑸ 相談窓口等に専門職を配置し、専門性の高い相談等への対応に努めるとともに、当事者によ

るピアサポートやボランティア等幅広い福祉人材を確保し、福祉に携わる人材のすそ野を拡大

していきます。 

 

 

Ⅶ スポーツ・文化・生涯学習活動の振興 

⑴ 障害の種別を越えた連帯やさまざまな人との交流を一層深め、社会参加を通じた生活の質

の向上を図るとともに、当事者の自己実現を図れるよう整備に努めます。 

⑵ 身近な地域の中でスポ―ツや活動を始める（又は継続する）きっかけや環境の整備・提供を推

進します。 

⑶ 障害者が社会で自立して生きるために必要となる力を、生涯に培っていくために、効果的な

学習や支援の在り方を検討し、障害者の各ライフステージにおける学びを支援します。  



8 

６．サービスの提供体制の確保に関する目標等の設定 

 

⑴ サービスの提供体制の確保に関する基本的な考え方 

本計画は、国における障害福祉計画策定基本指針の改正内容に即して、障害者総合支援法に基づく

サービスの整備目標とその確保のための方策について定めます。 

第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画の実績等を踏まえ、令和８年度の目標値を設定した上

で、要望や必要性に応じた「障害福祉サービス」と「地域生活支援事業」の提供体制の充実を図り、基本

理念の実現を目指します。 

 

 

⑵ 令和８年度の目標値 

事項 目標値 

◆ 福祉施設の入所者の地域生活への移行 

① 令和８年度末までに施設入所からグループホーム等への地

域移行を目指す人の数の合計 
４人 

令和４年度末入所者
の６％以上移行 

② 福祉施設入所者削減人数 ４人 
令和４年度末入所者
の５％以上削減 

 

 

◆ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

① 保健、医療及び福祉関係者による協議の場の設置 市で１か所 

② 保健、医療及び福祉関係者による協議の場の年間開催 １回以上 

③ 保健、医療（精神科、精神科以外の医療機関別）、福祉、介

護、当事者、家族等の関係者ごとの参加者数 
８人 

④ 協議の場における目標設定及び評価の実施回数 １回 

⑤ 令和８年度における地域移行に伴う基盤整備量（利用者数） １人 
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◆ 地域生活支援の充実 

① 地域生活支援拠点等の整備 圏域で設置 

② 地域生活支援拠点等におけるコーディネーターの配置人数 ２人 

③ 地域生活支援拠点等の運用状況の検証・検討 年１回以上 

④ 地域生活支援拠点等の機能充実のための効果的な支援体

制及び緊急時の連絡体制の構築 
実施 

⑤ 強度行動障害を有する者に関し、支援ニーズを把握し、支援

体制の整備 
実施 

 

 

◆ 福祉施設から一般就労への移行等 

① 年間一般就労移行者数 24人 
令和３年度末 
年間一般就労移行者 
数の 1.28倍 

 

就労支援を通じた一般就労移行者数 15人 - 

就労継続支援Ａ型を通じた一般就労移行者数 ６人 - 

就労継続支援Ｂ型を通じた一般就労移行者数 ３人 - 

② 令和８年度末の就労移行支援事業利用終了者に占める一般

就労へ移行した者の割合が５割以上の事業所 
70％ 

③ 令和８年度中の一般就労後の就労定着支援事業の利用者数 ２人 

 

 

◆ 障害児支援の提供体制の整備等 

① 児童発達支援センター 市内又は圏域に１か所 

② 障害児の地域社会への参加・包容の（インクルージョン）推進

体制の構築 
実施 

③ 重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課

後等デイサービス事業所の確保 
市内又は圏域に３か所 

④ 医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置 市で１か所 

⑤ 医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディ

ネーターの配置 
８名 
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◆ 相談支援体制の充実・強化等 

① 総合的・専門的な相談支援の実施及び地域の相談支援体 

制の強化を実施する体制 
実施 

② 基幹相談支援センターの設置 市で１か所 

 ア 基幹相談支援センターによる地域の相談支援事業者に対

する訪問等による専門的な指導・助言 
１２件 

 イ 基幹相談支援センターによる地域の相談支援事業者の人

材育成の支援件数 
１４件 

 ウ 基幹相談支援センターによる地域の相談機関との連携強

化の取組の実施回数 
２回 

 エ 基幹相談支援センターによる個別事例の支援内容の検証

の実施回数 
２回 

 オ 基幹相談支援センターにおける主任相談支援専門員の配

置数 
１人 

③ 協議会における個別事例の検討を通じた地域サービス基盤

の開発・改善等 
実施 

ア 相談支援事業所の参画による事例検討実施回数 １回 

 イ 相談支援事業所の参画による事例検討参加事業所 ６事業所 

 ウ 障害者支援協議会の専門部会の設置数 ５部会 

 エ 専門部会の実施回数 12回 

 

 

◆ 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 

① 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体

制の構築 
実施 

② 障害福祉サービス等に係る各種研修への市職員の参加人数 ２人 

③ 障害者自立支援審査支払等システム等による審査結果を分

析してその結果を活用し、事業所や関係自治体等と共有す

る体制の有無 

体制の構築 

④ 障害者自立支援審査支払等システム等による審査結果を分

析してその結果を活用し、事業所や関係自治体等と共有す

る実施回数 

１回 
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